
琴浦町教育委員会会議録 

日時 

場所 

出席委員 

 

欠席委員 

その他出席者 

 

 

 

議事日程 

 日程第１ 

 日程第２ 

日程第３ 

 

 日程第４ 

 日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

日程第１０ 

日程第１１ 

 

 

日程第１２ 

 

 

 

 

 

日程第１３ 

日程第１４ 

平成２６年４月２５日（金）午後１時３０分～午後２時５０分 

琴浦町生涯学習センター 第１会議室 

石前富久美委員長、高塚良平委員、前畑一子委員、 田中宣彦委員 

小林克美教育長 

なし 

岩船教育総務課長、戸田社会教育課長、 谷田人権・ 同和教育課長 

西本学校給食センター所長、山本指導主事、井谷指導主事 

高力教育総務課課長補佐、高橋社会教育課課長補佐兼図書館長 

 

 

議事録署名委員の指名について 

教育長報告 

報告事項 

（１）各課報告 

議案第２７号 琴浦町学校給食運営審議会規則の一部改正について 

議案第２８号 琴浦町学校給食運営審議会委員の委嘱について 

議案第２９号 琴浦町図書館協議会委員の委嘱について 

議案第３０号 琴浦町各地区公民館運営協議会委員の委嘱について 

議案第３１号 平成２６年度要保護・準要保護児童生徒の追加認定について 

議案第３２号 以西地区公民館長の任命について 

議案第３３号 琴浦町社会教育委員の選任について 

協議事項 

（２）図書館サービスのあり方について 

（２）その他 

その他 

（１）催し物案内等 

・琴の浦高等特別支援学校学校公開等の案内 

・琴浦町発足１０周年記念式典 ９月１日 

・船上山少年自然の家給食会栄養士職員募集 

・東伯地区教育委員連絡協議会総会 ５月２７日 

次回委員会議開催日 ５月２６日（月）１３時３０分 

閉 会 １４時５０分 



 

第２６年度 第５回定例会の会議概要記録 

会議内容の記録 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回定例会を開会します。 

 

日程第１ 議事録署名委員指名 

議事録署名委員を高塚委員と田中委員にお願いします。 

 

日程第２ 教育長報告 

日程第２ 教育長報告をお願いします。 

【教育長報告】 

・新教育委員会制度について 

・ 行事報告と今後の予定について 

１ 行事報告等 

①  ４月 １日（火） 辞令交付式 

②  ４月 ２日（水） 教職員宣誓式 歓送迎会 

③  ４月 ７日（月） スクールバス出発式 

④  ４月 ８日（火） 開校式 始業式 

⑤  ４月 ９日（水） 入学式 小学校（午前）中学校（午後） 

⑥  ４月２２日（火） 全国学習状況調査 

⑦  ４月 2３日（水） 東伯中 修学旅行（～２５日） 

⑧  ４月 2４日（木） 小学校 修学旅行（～２５日） 

 

２ 今後の日程 

①  ４月２６日（土） 塩谷定好記念館竣工式（９：３０～） 

②  ４月２７日（日） 船上山 さくら祭り 

③  ４月２９日（火） 河本家 春の公開  船上小学校（参観日） 

④  ４月３０日（水） 東伯中学校１年生 船上山一泊研修 

⑤  ５月 ７日（水） 赤碕中 修学旅行（～９日） 

⑥  ５月１３日（火） 児童陸上大会 

 

 鳥取県市町村教育委員会研究協議会 総会 ７月１０日（木）倉吉市 

・  



委員長 

委員 

指導主事 

委員 

指導主事 

 

 

委員長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

指導主事 

 

委員長 

教育総務課長 

委員長 

教育総務課長 

委員長 

教育総務課長 

 

 

 

 

委員長 

教育総務課長 

委員長 

教育総務課長 

 

委員長 

委員 

指導主事 

何かお聞きになりたいことはありますか。 

修学旅行の行先は何処ですか。 

例年通り小学校が広島、中学校が東京です。 

運動会の日程を教えてください。 

５月２４日が聖郷小学校、船上小学校、浦安小学校、八橋小学校、５月３１日

が赤碕小学校です。中学校は秋の開催です。 

 

日程第３ 報告事項 

日程第３ 報告事項について説明をお願いします。はじめに教育総務課お願い

します。 

・統合校のスクールバス・徒歩通学等の状況について 

・ 小学生の農業体験学習について（本年度より農林水産課から移管） 

・ 閉校に伴う学校備品の再配置について（学校関係は移動作業終了、今後は社

会教育関係を行う。行政関係からは特に希望無し。年内に整理を行う。） 

・ 平成２６年度の町講師等町任用の教職員等について（資料により報告）。 

町講師については現在３名が未定。 

未定の講師については、各学校で対応が出来ていますか。 

現行の教職員体制の中で現在は対応をしていただいています。 

今後の目処はどうですか。 

人材難ですが、あらゆる方面に情報を求めているところです。 

閉校した学校の今後の施設管理はどうなりますか。 

閉校後の施設活用は企画情報課が窓口となりますが、今後１年間は教育総務課

が施設管理を行うため、シルバー人材センターへの除草剤散布等の業務委託な

ど施設の維持管理のための予算は付けていただいています。ただし、今までの

ように学校教職員が行っていた日常的な管理が出来ないことが課題と思ってい

ますが、そのようなことも留意しながら管理を行って行きたいと考えています。 

遊具についてはどうなりますか。 

老朽化したものについては撤去していくことを基本としています。 

休日等の事故等も考慮し、施設管理と対応をお願いします。 

プールの今後の管理についても協議を進めていますが、全てについて安全管理

を基本として考えています。 

そのほかご質問はありますか。 

特別支援教育コーディネーターの勤務形態について教えてください。 

週１５時間勤務で、午前、午後といった半日勤務で来ていただいています。 



委員 

 

 

教育総務課長 

 

委員長 

社会教育課長 

 

 

 

 

委員長 

人権・同和教育課長 

 

 

委員長 

 

人権・同和教育課長 

 

 

委員長 

委員長 

学校給食ｾﾝﾀｰ長 

 

委員 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

委員長 

学校給食ｾﾝﾀｰ長 

 

開校した船上小学校の徒歩での通学路ですが、今までも光部落の児童の通学路

であったわけですが、見守り隊として実際に歩いてみると狭いと感じます。水

路側などの草刈など地元の理解と協力も必要かと思います。 

拡幅等になると用地面で地元の協力も必要となるのでよろしくお願いします。 

 

社会教育課お願いします。 

後ほど提案しますが以西地区公民館の館長さんが決まりました。 

５月１９日に公民館主事会を開いて研修会を行います。 

本日、文化財発掘作業員の面接を行いました。（今後の発掘スケジュール説明） 

本年度、郡民体育大会が湯梨浜町で開催されます。 

図書館長が、社会教育課長補佐と兼務となりました。 

人権・同和教育課お願いします。 

昨日、同和問題懇談会の運営委員会で１年間の講演・講座スケジュールが決定

しました。（資料により年間スケジュールを説明）。すでに第１回を開催し、予

定以上の参加者を得ました。 

「町民の声」についてホームページに掲載されましたが、それについて経過等

の説明をお願いします。 

掲載にいたる経過について説明（事実確認を取れた部分について回答済み）。 

ホームページで相談員の勤務形態について説明し、休日等についても誤解を招

くような行動は慎むよう館長、相談員に指導と理解を求めたところです。 

業務に支障をきたすことが無いように今後とも指導をお願いします。 

給食センターの報告をお願いします。 

日頃より、安全安心な給食を提供できるように施設の清掃、調理にかかる衛生

管理等を徹底するよう指導しているところです。 

東京ではありますが牛乳の中に異物異臭があったと話題になっています。わず

かなことでも話題となりますので十分留意をお願いします。 

牛乳のことが話題に出ましたが、琴浦町では今年度から低温殺菌牛乳を供給す

るようにいたしました。県下で４町ほどですが地産地消も含め、地元大山乳業

の新鮮な牛乳を学校給食に提供させていただいています。 

 

日程第４ 議案第２７号 

それでは議案の審議に入ります。議案第２７号議案の説明をお願いします。 

議案第２７号、琴浦町学校給食運営審議会規則の一部を改正することについて、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第１項の規定により本委員



 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

学校給食ｾﾝﾀｰ長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

社会教育課長 

 

 

 

 

委員長 

社会教育課長 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

社会教育課長 

 

 

会の議決を求めるものであります。これは学校数減による学校代表である学校

長、ＰＴＡ代表の委員数の減による改正です。中学校も代表１名としています。 

 議案第２７号について質問はありますか。 

議案第２７号を議決してよろしいか。（全員賛意） 

議案第２７号は議決しました。 

 

日程第５ 議案第２８号 

次に議案第２８号をお願いします。 

議案第２８号、琴浦町学校給食運営審議会委員の委嘱についてですが、これに

ついて、琴浦町学校給食運営協議会規則第３条の規定により添付の名簿のとお

り８名の方について本委員会の同意を求めるものです。 

議案第２８号について質問はありますか。 

議案第２８号を同意してよろしいか。（全員賛意） 

議案第２８号は同意しました。 

 

日程第６ 議案第２９号 

次に議案第２９号をお願いします。 

議案第２９号、琴浦町図書館協議会委員について、図書館法第１５条並びに琴

浦町図書館条例第３条の規定により、別紙のとおり委員８名を委嘱するにあた

り本委員会の同意を求めるものです。学校図書館と公立図書館に関わりの深い

方に新たに加わっていただき、より実践的な協議を行っていただきたいと考え

ています。 

 中学校区ごとのバランスに問題は無いですか。 

それぞれ小学校、中学校ごとに話し合いをしていただき、会議には小学校、中

学校ごとの課題を持ってきていただくようにお願いをしています。 

議案第２９号について質問はありますか。 

議案第２９号を同意してよろしいか。（全員賛意） 

議案第２９号は同意しました。 

 

日程第７ 議案第３０号 

次に議案第３０号をお願いします。 

議案第３０号、琴浦町各地区公民館運営協議会委員の委嘱について社会教育法

第３０条第１項並びに琴浦町公民館条例第６条第２項の規定により、次の者を

委員に委嘱したいので、本委員会の同意を求めるものであります。これは前回



 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

教育総務課担当 

 

 

 

委員長 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

社会教育課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

教育総務課長 

 

 

 

 

提案し、議決していただいた委員以外で、まだ提案していなかった小学校長、

ＰＴＡ会長等の委員について提案し、同意を求めるものです。 

議案第３０号について質問はありますか。 

議案第３０号を同意してよろしいか。（全員賛意） 

議案第３０号は同意しました。 

 

日程第８ 議案第３１号 

次に議案第３１号をお願いします。 

議案第３１号、平成２６年度要保護・準要保護児童生徒の追加認定について、

別紙のとおり、追加認定することについて、本委員会の承認を求めるものであ

ります。２件の申請が提出されましたので委員会の審査のうえ認定について承

認をお願いします。（資料により概要説明） 

 ２件ともに認定要件は満たしていますね。 

議案第３１号について質問はありますか。 

議案第３１号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第３１号は承認しました。 

 

日程第９ 議案第３２号 

次に議案第３２号をお願いします。 

議案第３２号、以西地区公民館長の任命について次のとおり任命したいので、

社会教育法第２７条、第２８条及び琴浦町公民館条例第４条の規定により、本

委員会の同意を求めるものです。 

以西地区公民館長に橋井操さんを任命することについて同意を求めます。 

議案第３２号について質問はありますか。 

議案第３２号を同意してよろしいか。（全員賛意） 

議案第３２号は同意しました。 

 

日程第１０ 議案第３３号 

次に議案第３３号をお願いします。 

議案第３３号、社会教育法第１５条第２項並びに琴浦町社会教育委員に関する

条例第２条の規定により琴浦町社会教育委員の委嘱について、本委員会の同意

を求めるものです。 

校長会から推薦していただいた浦安小学校長の藤原憲司さんの委嘱について同

意を求めます。 



委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

図書館長 

 

委員長 

社会教育課長 

 

委員長 

社会教育課長 

 

教育総務課長 

 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育総務課長 

 

委員 

社会教育課長 

議案第３３号について質問はありますか。 

議案第３３号を同意してよろしいか。（全員賛意） 

議案第３３号は同意しました。 

 

以上で議案はすべて終了しました。 

 

日程第１１ 協議事項 

それでは協議事項に入ります。 

（１） 図書館サービスのあり方について説明をお願いします。 

図書館サービスのあり方について資料をお示ししています。 

（検討の状況と今後の方針について資料により説明） 

 規則の改正時期はどのように考えておられますか。 

 スケジュールでいけば、試行期間の状況を見極めながら１０月ないし１１月の

委員会で提案し、冬場までに速やかに実施したいと考えています。 

トラブルの無いよう進めてください。 

 試行段階で想定外の状況などもあれば、再検討も含め委員の皆様へ相談しなが

ら進めて行きたいと考えています。 

 時間短縮ということだけではなく、そこで生まれた部分を図書館の命題でもあ

る読書啓発に生かしていくこともアピールしながら住民理解を求める必要があ

ると考えます。試行期間のリサーチは一部の意見ではなく全体的な利用者本位

の考え方をイメージして判断する必要があると考えます。 

試行に当たっては臨時職員である図書館職員の定着化による専門的機能の充

実を図りたいということが一つにあります。また、時間短縮により生まれる職

員ローテーションによる職員連携やレファレンス機能を生かし、貸し出し等の

窓口業務以外の本来のこれからの図書館に求められる業務の充実を図りたいと

考えています。 

また、図書館協議会委員への説明や協議をおこない、教育委員会へも試行段階

での状況を説明しながら意見をいただきたいと考えています。 

資料にある県内図書館の閉館時間の状況で土曜日６時３０分以降は３館ある

が、これは規模の大きな図書館ですか。 

午後１０時まで開館している施設は比較的規模の小さい、公民館等の他施設と

併設の図書館で警備員対応と聞いています。 

この規則改正については本館だけですか。 

本館のみで、分館は２名体制でローテーションを組むことは出来ないので従来
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指導主事 

教育総務課長 

教育総務課長 

教育総務課長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

から定時での閉館としています。 

 

日程第１２ その他 

その他についてお願いします。 

（１）催し物案内等 

・琴の浦高等特別支援学校 学校公開・学校説明会の案内（資料により説明） 

・琴浦町発足１０周年記念式典 ９月１日（資料により説明） 

・船上山少年自然の家給食会栄養士職員募集（資料により説明） 

・東伯地区教育委員連絡協議会総会 ５月２７日（資料により説明） 

 

日程第１３ 次回委員会議開催日 

次回委員会の開催日時について５月２６日（月）１３時３０分から開催します。 

 

日程第１４ 閉会 

本日の委員会は以上で閉会とします。 

午後２時５０分 閉会 

  


